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司
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岡
　
田
　
俊
　
平

　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
徳
川
幕
府
の
後
を
受
け
継
い
で
政
治
的
経
済
的
革
新
を
追
求
し
た
明
治
政
府
に
よ
っ
て
、
商
業
の
振
興
と
間
接
税
の
増
収
を
は
か

る
機
関
と
し
て
商
法
司
が
設
立
さ
れ
た
の
は
、
明
治
元
年
間
四
月
二
十
五
日
で
あ
り
、
そ
れ
が
廃
止
さ
れ
た
の
は
約
一
年
後
の
翌
二

年
三
月
十
五
日
で
あ
っ
た
。
商
法
司
廃
止
の
後
、
そ
の
勧
商
業
務
を
継
承
し
て
物
価
の
安
定
、
金
融
の
疎
通
、
貿
易
の
管
理
等
の
経

済
政
策
を
担
当
し
よ
う
と
し
た
機
関
は
、
明
治
二
年
二
月
二
十
二
日
外
国
官
の
下
に
設
置
さ
れ
て
い
た
通
商
司
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
の
通
商
司
も
ま
た
僅
か
二
年
余
の
期
間
存
続
し
た
の
み
で
、
明
治
四
年
七
月
四
日
に
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
経
済
発
展
の

促
進
を
目
的
と
す
る
商
法
司
・
通
商
司
機
構
が
存
続
し
た
期
間
は
、
わ
が
国
の
政
治
体
制
に
つ
い
て
根
本
的
変
革
が
推
進
さ
れ
て
い

た
期
間
に
対
応
す
る
。
こ
の
こ
と
は
明
治
初
期
の
経
済
発
展
過
程
の
研
究
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

　
　
　
商
法
司
・
通
商
司
に
よ
る
通
貨
供
給
政
策
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経
済
機
構
の
推
移
過
程
は
、
維
新
政
府
の
基
本
的
体
制
を
示
す
政
体
書
が
明
治
元
年
間
四
月
二
十
一
日
に
公
布
さ
れ
て
か
ら
、
二
年

一
月
二
十
日
の
薩
長
土
肥
四
藩
に
よ
る
版
籍
奉
還
の
上
表
を
経
て
、
四
年
七
月
十
四
日
廃
藩
置
県
の
布
告
が
な
さ
れ
る
ま
で
の
期
問

に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
政
治
的
変
革
は
、
中
央
集
権
的
近
代
国
家
を
建
設
す
る
基
本
的
過
程
で
あ
り
、
ロ
ス

ト
ウ
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
先
行
条
件
期
の
決
定
的
な
一
面
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
離
陸
の
た
め
の
必
要
条
件
（
」
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
政
治
体
制
の
面
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
基
本
的
変
革
が
進
行
し
て
い
る
時
に
、
経
済
自
体
に
つ
い
て
も
、
そ
の
後
進

性
を
脱
却
す
る
た
め
に
維
新
政
府
は
明
治
元
年
間
四
月
十
九
日
「
富
国
之
基
礎
」
を
建
て
る
手
段
と
し
て
の
太
政
官
札
を
発
行
す
る

こ
と
を
布
告
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
政
府
造
出
の
通
貨
を
経
済
社
会
に
投
入
し
て
、
近
代
経
済
へ
の
発
展
を
追
求
す
る
投
資
活
動
の

誘
発
を
企
図
し
た
政
府
は
、
商
法
司
・
通
商
司
を
設
立
し
、
そ
れ
ら
に
通
貨
供
給
政
策
を
遂
行
せ
し
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
商
法
司
・
通
商
司
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
通
貨
供
給
政
策
は
、
果
し
て
最
初
に
意
図
さ
れ
た
生
産
資
金
の
補
給
、
商
品

流
通
の
拡
大
に
つ
い
て
十
分
な
効
果
を
期
待
で
き
る
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
幕
藩
体
制
の
下
に
お
け
る
地
域

的
伝
統
的
制
約
の
強
い
経
済
機
構
か
ら
、
近
代
国
家
体
制
の
下
に
お
け
る
全
国
的
経
済
機
構
へ
移
行
し
よ
う
と
す
る
経
済
発
展
の
過

渡
的
段
階
に
お
い
て
、
商
法
司
・
通
商
司
が
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
通
貨
供
給
政
策
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
の

問
題
を
、
本
橋
に
お
い
て
検
討
し
よ
う
と
思
う
。
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木
村
健
康
他
共
訳
「
経
済
成
長
の
諸
段
階
」
一
一
頁
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二

　
明
治
十
二
年
大
蔵
省
提
出
の
八
期
間
歳
入
歳
出
決
算
報
告
書
に
よ
る
と
、
第
十
四

款
に
属
す
る
勧
業
貸
付
金
の
費
目
は
商
法
司
お
よ
び
通
商
司
其
他
へ
の
貸
金
を
示
す

も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
一
期
歳
入
出
決
算
表
（
自
慶
応
三
年

十
二
月
至
明
治
元
年
十
二
月
）
に
、
「
勧
業
貸
付
金
八
一
般
ノ
農
エ
ヲ
勧
奨
シ
貿
易

ノ
繁
盛
ヲ
謀
ル
カ
為
メ
、
元
年
関
四
月
商
法
司
ヲ
置
キ
之
ヲ
管
理
セ
シ
ム
ル
所
ノ
モ

　
　
田
ィ
ナ
リ
」
と
い
う
説
明
が
見
出
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
期
よ
り
第
四
期
（
自

明
治
三
年
十
月
至
同
四
年
九
月
）
ま
で
、
す
な
わ
ち
商
法
司
・
通
商
司
の
存
続
し
た

期
間
に
当
る
決
算
表
に
勧
業
貸
付
金
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
金
額
は
、
商
法
司
お

よ
び
通
商
司
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
財
政
融
資
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
の
金
額
は
上
表
の
通
り
で
あ
る
。

　
右
の
勧
業
貸
付
金
の
全
額
が
商
法
司
・
通
商
司
に
よ
る
融
資
額
を
示
す
も
の
で
は

な
い
が
、
そ
の
大
部
分
が
商
法
司
あ
る
い
は
通
商
司
に
よ
る
貸
付
金
に
当
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
決
算
報
告
書
の
「
臨
時
貸
金
返
納
ノ
事
に
」
関
す
る
説
明
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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「
第
二
期
ノ
収
額
甚
タ
夥
多
ナ
ル
ハ
前
期
二
於
テ
勧
業
資
本
ノ
為
メ
商
法
司
へ
貸
付
セ
シ
金
額
八
百
五
拾
九
万
千
円
余
ノ
内
、
本

　
期
二
至
り
返
納
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
四
百
弐
拾
六
万
七
千
円
余
ア
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
。
蓋
シ
商
法
司
ノ
返
納
此
ノ
如
ク
巨
額
ナ
ル
所
以
ハ

　
本
期
該
司
ヲ
廃
止
シ
新
タ
二
通
商
司
ノ
設
置
ア
ル
ニ
由
リ
、
商
法
司
ノ
着
手
セ
シ
勧
業
ノ
順
序
等
二
於
テ
大
二
改
正
ス
ル
モ
ノ
ア

　
レ
ハ
ナ
リ
。
但
シ
其
返
納
残
金
ハ
已
後
通
商
司
ィ
管
理
二
帰
ス
ル
モ
ノ
ト
為
ス
。
」

　
　
「
第
四
期
ノ
収
額
又
巨
多
ナ
ル
八
四
年
七
月
通
商
用
ノ
廃
停
ア
ル
ヲ
以
テ
、
該
司
ノ
返
納
八
本
絹
ノ
収
額
二
比
ス
ル
二
百
分
ノ
八

　
十
四
、
三
二
当
リ
、
其
余
ノ
返
納
及
ヒ
利
手
並
二
該
司
ノ
益
金
ヲ
合
シ
テ
十
五
、
七
二
当
レ
Ｌ
ハ
。
」

　
明
治
元
年
の
勧
業
貸
付
金
九
、
〇
一
一
、
五
一
八
円
余
の
内
ハ
、
五
九
一
、
〇
〇
〇
円
余
が
商
法
司
管
理
額
と
な
っ
て
お
り
、
翌

二
年
商
法
司
廃
止
の
際
の
返
納
金
の
残
額
四
、
七
四
四
、
〇
〇
〇
円
余
が
勧
業
貸
付
金
の
原
資
と
し
て
通
商
司
に
引
継
が
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
第
一
期
歳
出
の
ニ
ハ
％
余
に
当
る
財
政
資
金
が
勧
業
貸
付
金
と
し
て
支
出
さ
れ
、
こ
れ
が
商
法
司
お
よ
び
通

商
司
に
よ
る
通
貨
供
給
政
策
の
主
要
な
資
金
源
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
期
以
降
第
四
期
ま
で
の
勧
業
貸

付
金
は
著
し
く
減
縮
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
通
商
用
所
管
分
と
し
て
の
財
政
支
出
も
第
一
期
支
出
額
に
対
す
る
補
充
的
意
味
を
も

つ
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
定
で
き
よ
う
。

　
農
工
業
を
勧
奨
し
、
貿
易
の
繁
盛
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
支
出
さ
れ
た
財
政
資
金
が
、
商
法
司
・
通
商
司
を
通
じ
て
、
ど

の
よ
う
な
融
資
方
策
に
し
た
が
っ
て
経
済
社
会
に
投
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
拙
稿
「
商
法
司

に
よ
る
太
政
官
礼
貸
付
方
式
嘔
」
お
よ
び
「
太
政
官
札
価
値
安
定
方
案
に
つ
い
て
（
し
に
お
い
て
検
討
を
試
み
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ

こ
に
そ
の
要
約
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
横
浜
出
張
商
法
司
の
明
治
二
年
三
月
十
四
日
調
「
金
札
下
ケ
渡
名
前
書
」
に
よ
る
と
、
明
治
元
年
十
二
月
よ
り
二
年
三
月
ま
で
横
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浜
出
張
商
法
司
に
よ
っ
て
貸
付
け
ら
れ
た
太
政
官
札
は
二
五
八
、
七
〇
〇
両
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
洋
銀
を
も
っ
て
返
済
す
る
こ
と

を
条
件
と
す
る
生
糸
担
保
の
輸
出
資
金
前
貸
金
融
は
一
○
一
、
二
〇
〇
両
で
全
貸
付
額
の
三
九
％
に
達
し
て
お
り
、
洋
銀
買
入
資
金

と
し
て
横
浜
諸
商
人
仲
間
へ
貸
付
け
ら
れ
た
金
札
は
九
五
、
〇
〇
〇
両
で
あ
っ
て
、
三
六
、
七
刄
を
占
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

横
浜
出
張
商
法
司
の
貸
付
金
総
額
の
七
五
、
七
％
に
当
る
金
額
が
洋
銀
獲
得
を
目
的
と
し
て
太
政
官
札
を
も
っ
て
融
資
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
主
要
輸
出
商
品
で
あ
る
生
糸
の
流
通
に
関
す
る
金
融
が
横
浜
出
張
商
法
司
の
主
要
な
機
能
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
な
い
が
、
こ
の
輸
出
金
融
も
ま
た
洋
銀
を
商
法
司
に
吸
収
す
る
た
め
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
大
阪
商
法
司
支
署
の
明
治
元
年
中
「
出
納
勘
定
帳
」
に
よ
る
と
、
貸
付
金
総
計
二
、
五
九
八
、
二
二
四
両
余
の
中
四
七
、
八
％
に

当
る
一
、
二
五
〇
、
七
二
八
両
余
が
、
政
府
発
行
の
債
務
証
書
を
担
保
と
し
て
貸
付
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
御
親
征
費
、
関

東
大
監
察
使
東
下
費
、
御
東
幸
費
等
、
政
府
が
維
新
当
初
必
要
と
し
た
会
計
基
立
金
の
調
達
に
よ
っ
て
京
都
・
大
阪
商
人
よ
り
吸
収

し
た
正
貨
に
代
わ
る
商
業
資
金
と
し
て
、
太
政
官
札
を
供
給
す
る
方
策
が
大
阪
商
法
司
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
沢
田
章
「
明
治
財
政
の
基
礎
的
研
究
」
に
も
、
商
法
司
の
下
部
機
構
で
あ
る
商
法
会
所
に
よ
る
太
政
官
札
の
貸
付
に
つ

い
て
。

　
　
　
「
諸
商
買
が
商
法
会
所
を
通
じ
て
金
札
を
拝
借
す
る
に
は
担
保
の
必
要
が
あ
っ
た
。
金
札
発
行
趣
旨
の
布
告
面
に
よ
れ
ば
、
取

　
扱
ふ
産
物
高
に
応
じ
て
貸
与
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
多
く
は
御
用
調
達
金
に
応
じ
た
証
書
を
担
保
と
し
て
其
調
達
金
額
だ
け

　
を
拝
借
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
調
達
証
書
以
外
に
も
米
穀
、
銅
、
麻
黄
、
菜
種
等
の
類
を
担
保
と
し
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
是
等

　
は
極
め
て
少
数
で
あ
っ
た
。
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
明
治
元
年
十
月
東
京
府
下
に
太
政
官
札
を
流
通
せ
し
め
る
に
つ
い
て
三
井
家
そ
の
他
、
東
京
の
豪
商
を
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商
法
司
知
事
に
選
び
、
京
坂
地
方
と
同
様
に
太
政
官
札
の
運
転
を
委
ね
、
商
業
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
立
議
に
も
、

　
　
　
「
右
知
事
御
撰
用
相
成
金
札
ヲ
以
正
金
二
引
替
へ
方
御
委
任
相
成
候
事

　
　
別
紙
ノ
通
金
札
ハ
市
中
へ
御
渡
相
成
御
入
用
金
ハ
調
達
被
仰
付
家
業
差
支
二
付
金
札
御
渡
願
出
候
ハ
バ
別
ロ
ヨ
リ
御
渡
相
成
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
　
事
、
正
金
二
引
替
ト
不
申
候
様
致
度
事
」

と
い
う
意
見
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
っ
て
、
商
法
司
に
よ
る
太
政
官
札
供
給
政
策
の
目
標
が
商
品
流
通
機
構
の
整
備
拡

大
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
さ
ら
に
政
府
の
必
要
と
す
る
正
貨
を
吸
収
す
る
た
め
に
太
政
官
札
を
貸
付
け
、
そ
の
紙
幣

の
国
内
市
場
に
お
け
る
流
通
手
段
と
し
て
の
機
能
を
拡
充
す
る
こ
と
が
商
法
司
に
と
っ
て
一
層
緊
要
な
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
商
法
司
廃
止
の
後
、
そ
の
勧
商
事
務
を
引
継
い
だ
通
商
司
は
本
来
貿
易
管
理
機
構
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
明
治
二
年
二
月
二
十
二
日
の
太
政
官
達
に
は
、
各
官
司
府
藩
県
共
器
械
物
品
を
購
入
す
る
場
合
は
す
べ
て
通
商
司
に
開
報

し
、
そ
の
准
許
状
を
受
け
る
べ
き
こ
と
を
指
示
し
て
お
り
、
ま
た
商
法
司
廃
止
後
の
六
月
二
十
二
日
に
は
、
三
府
各
開
港
場
等
の
要

地
に
府
藩
県
が
商
業
会
所
を
建
設
す
る
こ
と
は
、
市
場
の
流
通
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
こ
れ
ら
の
商
業
会
所
は

一
切
廃
撤
す
べ
き
こ
と
を
太
政
官
宣
達
を
も
っ
て
告
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
二
年
五
月
以
降
通
商
会
社
・
為
替
会

社
の
設
立
を
勧
奨
し
て
、
国
内
商
業
外
国
貿
易
の
発
展
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
金
融
の
充
実
を
は
か
る
企
業
の
形
成
に
努
め
た
の
で

あ
る
が
、
一
方
通
商
司
自
体
に
お
い
て
も
貿
易
通
貨
の
獲
得
、
洋
銀
相
場
の
安
定
を
目
的
と
す
る
通
貨
政
策
を
遂
行
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
は
通
商
司
を
通
じ
て
為
替
会
社
設
立
に
際
し
て
一
、
四
七
二
、
〇
〇
〇
両
の
太
政
官
札
を
融
資
し
た
の
で

あ
る
が
、
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「
尚
ホ
別
二
巨
大
ノ
資
金
ヲ
通
商
司
二
傭
置
キ
通
商
司
ヲ
シ
テ
手
カ
ラ
其
ヲ
運
転
セ
シ
メ
タ
リ
而
テ
其
ノ
目
的
ハ
為
替
会
社
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
カ
ノ
不
足
ス
ル
所
ヲ
補
ヒ
外
国
商
人
ヲ
ど
テ
利
ヲ
専
ラ
ニ
ス
ル
能
ハ
サ
ラ
シ
ム
ル
ニ
在
リ
キ
」

と
「
貨
政
考
要
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
通
商
司
自
体
が
外
国
資
本
に
対
抗
す
る
た
め
に
貿
易
金
融
の
面
に
活
動
す
べ
き
任

務
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
主
要
な
業
務
は
「
横
浜
出
張
通
商
司
処
務
制
限
」
に
よ
る
と
、
洋
銀
相
場
の
管
理
を

目
的
と
す
る
洋
銀
の
獲
得
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
処
務
制
限
」
ニ
「
洋
銀
売
買
之
事
」
と
し
て
、

　
　
　
「
是
ハ
当
港
貿
易
上
日
々
多
数
ノ
取
引
有
之
、
外
国
商
人
ハ
財
本
モ
充
実
イ
タ
シ
、
相
場
昂
低
ノ
機
ヲ
察
シ
或
ハ
方
略
ヲ
以
テ

　
元
ヲ
昂
低
セ
シ
メ
其
間
利
益
ヲ
得
ル
ノ
所
為
モ
有
之
候
処
、
御
国
商
人
共
ハ
相
敵
ス
ル
ノ
カ
無
之
竟
ニ
相
場
之
権
彼
二
帰
シ
、
貿

　
易
外
ノ
利
ヲ
収
穫
セ
ラ
レ
結
局
御
国
之
御
損
耗
二
相
成
候
儀
二
付
、
当
司
ヲ
イ
テ
時
々
景
況
ヲ
見
計
ヒ
、
格
別
昂
低
有
之
節
ハ
売

　
買
取
扱
、
相
場
平
準
ヲ
制
シ
候
様
致
シ
候
ハ
ハ
御
国
商
人
共
営
業
ノ
補
助
ニ
モ
相
成
、
且
又
臨
時
御
入
用
之
洋
銀
其
節
至
急
ノ
買

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�

　
入
取
計
候
テ
ハ
気
配
二
係
り
御
損
耗
有
之
候
二
付
、
是
又
時
機
見
計
ヒ
買
調
候
様
致
シ
候
ハ
ハ
頗
省
費
ノ
廉
ニ
モ
可
相
成
」

と
、
横
浜
通
商
司
が
洋
銀
相
場
安
定
の
た
め
、
ま
た
政
府
の
必
要
と
す
る
洋
銀
獲
得
の
た
め
に
洋
銀
売
買
を
行
う
こ
と
を
規
定
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
横
浜
出
張
通
商
司
の
明
治
二
年
中
「
出
納
勘
定
取
調
書
」
も
、
通
商
司
の
収
支
が
洋
銀
売
買
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
�

を
示
し
て
い
る
。
こ
の
洋
銀
収
集
の
任
務
は
、
ま
た
横
浜
為
替
会
社
に
よ
っ
て
も
担
当
さ
れ
、
洋
銀
券
発
行
政
策
の
実
施
に
腰
間
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
明
治
二
年
九
月
十
五
日
の
通
商
司
提
出
の
議
案
に
も
、

　
　
　
「
目
今
洋
銀
ノ
時
価
日
ヲ
逐
テ
騰
昂
シ
商
民
ノ
之
ヲ
苦
ム
ヤ
少
小
ナ
ラ
ス
、
蓋
シ
向
キ
ュ
前
橋
以
下
ノ
九
藩
二
桔
幣
ヲ
貸
付
シ
、

　
管
轄
地
ノ
産
物
ヲ
外
国
商
賈
二
輸
売
シ
洋
銀
ヲ
収
メ
得
テ
之
ヲ
還
納
セ
シ
メ
以
テ
彼
此
ノ
便
ヲ
謀
リ
シ
ニ
、
豈
二
期
セ
ン
藩
人
無
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識
ニ
シ
テ
還
納
ノ
期
二
迫
り
別
二
洋
銀
ヲ
買
収
シ
為
メ
ニ
此
ノ
患
害
ヲ
来
サ
ン
ト
ハ
、
請
フ
各
藩
ノ
洋
銀
ヲ
以
テ
還
納
ス
ル
ヲ
止

　
メ
、
而
シ
テ
官
府
若
シ
洋
銀
ヲ
需
要
ス
ル
有
ル
ヤ
其
ノ
前
日
ヲ
以
テ
横
浜
通
商
会
社
二
下
命
セ
ハ
、
則
チ
決
シ
テ
支
障
ス
ル
無
カ

　
　
　
　
　
　
　
芯

　
ル
可
キ
ナ
リ
。
」

と
あ
り
、
洋
銀
に
よ
る
返
済
を
条
件
と
す
る
勘
業
貸
付
金
は
、
そ
の
清
算
に
際
し
て
洋
銀
需
要
を
増
大
し
、
却
っ
て
洋
銀
相
場
を
騰

貴
せ
し
め
る
弊
害
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
む
し
ろ
政
府
の
要
求
す
る
洋
銀
は
、
通
商
司
の
管
轄
す
る
横
浜
通
商
会
社
に
お
い
て
調

達
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
洋
銀
収
集
に
つ
い
て
の
こ
の
方
針
は
大
蔵
省
、
民
部
省
合
議
の
上
決

定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
通
商
司
は
そ
の
本
来
の
任
務
で
あ
る
貿
易
管
理
事
務
を
、
横
浜
出
張
通
商
司
お
よ
び
そ
の
管
轄
下
に
あ
る
横
浜
通
商

会
社
・
為
替
会
社
の
機
構
を
利
用
し
て
遂
行
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
貿
易
通
貨
の
需
給
関
係
を
調
節
せ
し
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
山
　
「
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
」
第
四
巻
、
歳
人
出
決
算
報
告
書
、
五
五
頁

　
　
朗
　
同
右
、
一
八
頁

　
　
朗
　
「
成
城
大
学
経
済
研
究
」
第
十
六
号

　
　
㈲
　
同
右
、
第
十
七
号

　
　
圓
　
沢
田
章
「
明
治
財
政
の
基
礎
的
研
究
」
一
三
八
頁

　
　
㈲
　
「
貨
政
考
要
」
下
編
、
二
〇
－
二
一
頁

　
　
⑦
　
「
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
」
第
二
巻
、
大
蔵
省
沿
革
志
、
四
六
頁

　
　
卯
　
同
右
、
第
三
巻
、
二
五
九
頁
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圓
　
「
貨
政
考
要
」
下
編
、
七
五
１
六
頁

　
　
�
　
同
右
、
七
七
頁

　
　
�
　
「
大
隈
文
書
」
Ａ
三
三
四
〇
、
拙
稿
「
太
政
官
札
価
値
安
定
方
案
に
つ
い
て
」
（
成
城
大
学
経
済
研
究
、
第
十
七
号
）

　
　
�
　
「
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
」
第
三
巻
、
大
蔵
省
沿
革
志
、
二
六
六
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
大
阪
商
法
司
に
よ
る
融
資
の
う
ち
、
会
計
基
立
金
調
達
証
文
を
担
保
と
す
る
太
政
官
札
貸
付
が
大
き
な
比
率
を
占
め
て
い
る
こ
と

は
、
さ
き
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
融
資
方
法
が
と
ら
れ
た
の
は
、
維
新
政
府
が
太
政
官
札
発
行
以
前
に
御
親
征

費
、
関
東
大
監
察
使
東
下
費
等
、
関
東
地
方
平
定
の
た
め
の
軍
資
金
を
必
要
と
し
、
そ
れ
を
調
達
し
た
京
都
大
阪
を
中
心
と
す
る
地

方
の
諸
商
人
に
対
し
、
明
治
元
年
五
月
十
五
日
よ
り
発
行
さ
れ
た
太
政
官
札
を
商
業
資
金
と
し
て
補
充
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
太
政
官
札
発
行
後
に
お
い
て
も
、
そ
の
流
通
範
囲
は
京
阪
地
方
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
東
海
道
筋
の
藩
々
へ
太
政
官
札
流
通

に
つ
い
て
の
布
告
が
な
さ
れ
た
の
は
八
月
十
四
日
で
あ
り
ｙ
東
京
府
に
お
い
て
太
政
官
札
流
通
の
方
法
が
定
め
ら
れ
た
の
は
同
年
十

二
月
六
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
『
し
た
が
っ
て
、
御
東
幸
費
に
関
し
て
も
京
阪
地
方
お
よ
び
東
京
府
下
の
商
人
よ
り
正
貨
を
調
達
し
、

後
に
そ
の
調
達
債
務
証
書
を
担
保
と
す
る
太
政
官
札
貸
付
の
金
融
政
策
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
正
貨
と
太

政
官
札
の
交
換
が
商
法
司
の
通
貨
供
給
政
策
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
雑
新
政
府
は
関
東
、
東
北
地
方
を
平
定
し
て
、
近
代
国
家
と
し
て
の
政
治
体
制
を
確
立
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
巨
額
の
正
貨
を
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必
要
と
し
た
。
し
か
も
そ
の
正
貨
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
京
阪
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
よ
り
吸
収
し
て
、
こ
れ
を
太
政
官
札
流
通
不

可
能
な
地
方
で
の
支
出
に
あ
て
る
通
貨
政
策
を
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
御
東
幸
費
調
達
の
た
め
に
岩
倉
具
視
自
か
ら
臨
時
御

東
幸
会
計
事
務
を
総
裁
し
、
「
三
井
、
島
田
、
小
野
三
組
為
替
方
に
命
じ
て
出
納
に
従
は
し
め
、
出
来
得
る
だ
け
太
政
官
札
と
正
金

と
を
交
換
す
る
に
努
力
」
し
、
ま
た
京
阪
地
方
に
お
い
て
六
月
・
七
月
に
亘
っ
て
二
六
ヽ
○
○
○
両
の
太
政
官
札
を
正
貨
に
交
換
す

る
こ
と
を
命
じ
た
こ
と
も
、
商
法
司
に
よ
る
会
計
基
立
金
証
文
担
保
の
通
貨
供
給
政
策
と
そ
の
軌
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
も
こ
の
京
阪
地
方
に
お
け
る
正
貨
収
集
政
策
の
実
施
に
当
っ
て
は
、
遂
に
政
府
は
「
正
金
百
両
に
付
、
金
札
は
七
両
三
歩
の
打
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
哨

を
付
し
て
買
上
げ
た
の
で
あ
る
。
」

　
こ
の
よ
う
な
太
政
官
札
供
給
政
策
が
と
ら
れ
た
結
果
、
太
政
官
札
流
通
地
域
に
お
い
て
は
正
貨
の
域
外
流
出
と
地
域
内
に
お
け
る

紙
幣
価
値
の
低
落
、
経
済
の
不
安
定
を
生
じ
、
太
政
官
札
の
流
通
地
域
内
と
地
域
外
の
間
に
価
格
体
系
の
混
乱
を
惹
起
す
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
横
浜
出
張
商
法
司
お
よ
び
通
商
司
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
洋
銀
収
集
の
通
貨
政
策
は
ど
の
よ
う
な
意

義
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
「
貨
政
考
要
」
は
明
治
初
期
の
経
済
政
策
に
つ
い
て
、

　
　
　
「
明
治
初
年
ョ
リ
七
八
年
二
至
ル
ノ
間
ハ
政
府
ハ
理
財
上
非
常
ノ
干
渉
政
略
ヲ
行
ヒ
、
頻
二
資
本
ヲ
貸
付
シ
テ
国
産
ヲ
興
シ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
或
ハ
自
ラ
農
エ
ノ
業
二
従
事
シ
タ
リ
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
民
間
に
融
資
し
た
資
金
あ
る
い
は
直
接
投
資
し
た
資
本
額
に
つ
い
て
は
計
数
未
調
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
な

い
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
維
新
後
の
わ
が
国
の
経
済
が
急
速
に
資
本
主
義
的
経
済
組
織
へ
移
行
し
よ
う
と
す
る
過
渡
期
に

お
い
て
、
社
会
的
間
接
資
本
形
成
に
関
す
る
積
極
的
な
投
資
活
動
が
政
府
内
に
生
起
し
、
し
か
も
こ
の
よ
う
な
資
本
形
成
を
実
現
す
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る
た
め
に
は
、
設
備
・
技
術
の
大
量
輸
入
が
不
可
欠
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
対
外
支
払
チ
段
と
し
て
の
洋
銀
に
対
す
る
需
要
が
財
政

投
資
部
門
に
お
い
て
増
大
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
横
浜
出
張
出
納
司
に
お
い
て
も
多
額
の
洋
銀
が
買
入

れ
ら
れ
、
そ
の
う
ち
か
ら
燈
明
台
建
設
費
、
船
舶
購
入
費
等
の
支
出
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

明
治
元
年
十
二
月
よ
り
二
月
ま
で
の
横
浜
出
張
出
納
司
の
勘
定
張
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
な
洋
銀
収
支
が
見
ら
れ
る
。

　
明
治
元
年
十
二
月
、
二
年
正
月
中
収
入
合
計
金
一
〇
万
両
、
洋
銀
」
○
〇
、
七
〇
一
枚
八
一
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
次
の
通
り
で

あ
る
。

　
「
一
、
金
六
〇
、
〇
〇
〇
両
　
東
京
出
納
司
よ
り
繰
込
金
三
日

　
二
、
金
三
六
、
〇
〇
〇
両
　
神
奈
川
県
十
里
郡
内
村
々
よ
り
御
収
納
金
二
口

　
三
、
金
四
、
〇
〇
〇
両
　
御
用
途
へ
差
出
金
（
信
州
三
輪
村
宇
兵
衛
お
よ
び
松
代
和
泉
屋
直
治
納
）
二
口

　
四
、
洋
銀
一
〇
〇
、
七
〇
一
枚
八
一
　
買
上
洋
銀
八
口
分
、
買
入
平
均
相
場
銀
五
二
匁
」
一
六
一
五
」

　
右
の
収
入
金
に
対
し
て
、
支
出
合
計
金
八
七
、
七
二
両
両
二
分
二
朱
、
洋
銀
五
七
、
六
五
八
枚
八
三
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

　
「
一
、
金
一
〇
、
五
〇
〇
両
　
洋
銀
一
二
、
一
二
一
枚
二
一
ニ
御
買
上
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
枚
二
付
五
一
匁
九
七
五
替
、
中
沢
五
兵
衛
渡

　
一
、
金
一
三
、
一
〇
〇
両
　
洋
銀
一
五
、
〇
〇
〇
枚
御
買
上
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
枚
二
付
五
二
匁
四
替
、
榎
本
六
助
渡

　
一
、
金
二
〇
、
〇
〇
〇
両
　
洋
銀
二
三
、
〇
九
九
枚
二
二
三
御
買
上
、
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一
枚
二
付
五
一
匁
九
五
替
、
中
沢
五
兵
衛
渡

一
、
金
五
、
三
〇
〇
両
　
洋
銀
六
、
一
六
二
枚
七
九
御
買
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
枚
に
付
五
一
匁
六
替
、
右
同
人
渡

一
、
金
六
、
六
九
九
両
三
分
　
洋
銀
七
、
八
三
五
枚
九
六
五
買
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
枚
二
付
銀
五
一
匁
三
分
替
、
三
井
八
郎
右
工
門
出
店
渡

一
、
金
一
、
八
七
〇
両
　
洋
銀
二
、
二
八
三
枚
九
三
四
買
入
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
枚
二
付
銀
五
一
匁
三
替
、
右
同
人
渡

一
、
金
一
〇
、
〇
〇
〇
両
　
洋
銀
一
一
、
四
大
四
枚
二
六
御
買
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
枚
二
付
銀
五
二
匁
二
替
、
吉
田
幸
兵
衛
渡

一
、
金
二
〇
、
〇
〇
〇
両
　
洋
銀
二
二
、
八
二
四
枚
五
一
六
御
買
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
枚
二
付
五
二
匁
五
七
替
、
茂
木
惣
兵
衛
渡

一
、
金
二
四
七
両
二
分
　
包
座
出
張
貨
幣
司
上
下
三
十
三
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
日
一
人
二
付
金
一
分
二
朱
ツ
ツ
旅
篭
代

一
、
金
七
両
一
分
二
朱
　
燈
明
台
掛
外
国
人
応
接
之
節
相
用
候
諸
道
具
代

　
　
洋
銀
六
〇
三
枚
半

一
、
洋
銀
五
五
、
〇
〇
〇
枚
　
燈
明
台
懸
ソ
ン
ラ
イ
ス
船
御
買
上
之
代
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
早
沢
庄
伺
郎
渡
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て
洋
銀
一
、
一
旦
二
枚
半
　
燈
明
台
懸
合
薬
三
百
樽
御
買
上
之
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
人
渡

　
一
、
洋
銀
四
〇
〇
枚
　
燈
明
台
掛
石
炭
四
拾
屯
御
買
上
代
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
人
渡

　
一
、
洋
銀
一
五
〇
枚
　
燈
明
台
掛
日
本
国
並
支
那
国
絵
図
船
時
計
御
買
上
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
人
渡

　
一
、
洋
銀
一
大
二
枚
八
三
　
燈
明
台
掛
鉄
物
類
御
買
上
代
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
人
渡
」

　
右
の
支
出
項
目
を
見
る
と
、
洋
銀
買
入
の
た
め
に
支
出
さ
れ
た
金
は
支
出
合
計
の
九
九
％
に
当
る
八
七
、
四
六
九
両
三
分
で
あ
っ

て
、
そ
れ
以
外
の
支
出
は
僅
か
に
二
五
四
両
三
分
二
朱
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
洋
銀
支
出
は
す
べ
て
燈
台
建
設
に
関
す
る
諸
費
で
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
明
治
二
年
二
月
勘
定
張
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
な
結
果
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
収
入

　
一
、
金
一
二
、
二
七
五
両
一
分
二
朱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
正
月
繰
越
金
銀

　
　
　
洋
銀
四
三
、
〇
四
二
枚
九
八

　
二
、
金
一
七
〇
、
〇
〇
〇
両
　
東
京
出
納
司
よ
り
繰
込
金

　
三
、
金
一
三
、
四
二
八
両
一
分
一
朱
　
金
札
二
〇
、
〇
〇
〇
両
と
交
換
分
、
内
六
、
〇
〇
〇
枚
は
四
〇
匁
二
五
替
、
一
四
、
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
枚
は
四
〇
匁
三
替
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銭
二
一
六
文

四
、
金
札
四
〇
、
〇
〇
〇
両
　
商
法
司
よ
り
繰
込
札

五
、
金
札
五
〇
、
〇
〇
〇
両
　
東
京
出
納
司
よ
り
繰
込
札

六
、
洋
銀
一
九
二
、
四
〇
五
枚
二
二
五
五
　
買
上
洋
銀
一
二
口
分

七
、
銭
一
一
〇
貫
文
　
買
入
両
替
相
場
、
一
一
貫
文
、
此
金
」
○
両

　
　
　
　
　
金
」
九
五
、
七
〇
三
両
二
分
三
朱

　
　
　
　
　
金
札
九
〇
、
〇
〇
〇
両

収
入
ふ

　
　
　
口
計

↑
洋
銀
二
三
五
、
四
四
八
枚
二
〇
五
五

　
　
　
　
　
銭
一
一
〇
貫
二
一
六
文

　
　
　
　
　
支
出

一
、
金
一
七
四
、
二
五
四
両
三
分
三
朱
　
洋
銀
買
入
代
金
、
一
〇
口

　
　
銭
六
九
七
文

二
、
洋
銀
二
〇
一
、
五
二
七
枚
八
三
　
外
国
商
社
よ
り
借
入
洋
銀
返
済
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
質
入
金
銀
請
戻
し
代
り
金
、
四
口

三
、
洋
銀
二
〇
、
〇
〇
〇
枚
　
箱
館
府
買
入
外
国
船
代
、
一
ロ

四
、
洋
銀
三
、
九
〇
一
枚
二
　
燈
明
台
ソ
ン
ラ
イ
ス
船
々
将
已
下
給
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
外
諸
入
用
、
二
口

-86-



　
五
、
金
二
、
二
二
六
両
三
分
一
朱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
燈
明
台
関
係
製
造
費
、
営
繕
費
お
よ
び
燈
明
台
掛
役
人
給
料
、
旅
費
等

　
　
　
金
札
二
二
、
五
九
六
両
一
分
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

一

五
日
｀
　
＾
金
紙
混
用
支
払
゛

　
　
　
銭
七
貫
四
〇
一
文

　
六
、
金
二
三
六
両
一
分

　
　
　
金
札
七
一
一
両
一
分
二
朱

↑
横
浜
包
座
営
繕
費
、
旅
費
、
そ
の
他
諸
入
用
四
口
（
金
紙
混
用
支
払
）

　
　
　
銭
五
貫
八
九
五
文

　
七
、
金
一
両
二
分

　
　
　
金
札
一
、
〇
三
七
両
三
朱

↓
横
浜
出
張
商
法
司
役
々
給
料
、
旅
費
、
そ
の
他
四
日
（
金
紙
混
用
支
払
）

　
　
　
銭
二
貫
入
三
二
文

　
八
、
金
一
〇
両
　
銭
買
入
代
金

　
　
　
　
　
　
金
　
　
一
七
六
、
七
二
九
両
二
分

　
　
　
　
　
　
　
銀
　
二
二
五
、
四
二
九
枚
○
三

　
支
出
合
計

　
　
　
　
　
↑

い
札
　
二
四
、
三
四
四
両
三
分
二
朱

　
　
　
　
　
　
銭
　
　
一
六
貫
八
二
五
文
に

　
右
に
あ
げ
た
横
浜
出
張
司
の
二
年
二
月
中
勘
定
帳
に
よ
っ
て
も
、
正
金
支
払
の
九
八
略
は
洋
銀
買
入
資
金
に
当
て
ら
れ
、
洋

銀
保
有
額
の
八
五
％
余
は
外
国
商
社
よ
り
借
入
れ
た
洋
銀
返
済
の
た
め
に
支
出
さ
れ
て
、
二
月
末
に
は
僅
か
に
一
万
弗
余
の
洋

銀
を
残
す
の
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
出
納
司
の
例
に
よ
っ
て
、
維
新
政
府
の
洋
銀
に
対
す
る
需
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要
は
旺
盛
で
あ
り
、
獲
得
し
た
洋
銀
は
経
済
発
展
の
基
礎
的
条
件
を
創
出
す
る
た
め
の
社
会
的
間
接
費
本
に
関
す
る
投
資
あ
る
い
は

民
間
投
資
活
動
に
対
す
る
誘
発
要
因
と
し
て
の
官
営
工
業
の
設
備
投
資
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
察
知
で
き
よ
う
。

　
ハ
期
間
決
算
報
告
書
の
中
、
鉄
道
・
通
信
・
鉱
山
等
公
共
投
資
・
官
営
事
業
投
資
に
関
す
る
財
政
支
出
の
う
ち
、
技
術
・
設
俺
等

の
輸
入
を
必
要
と
し
た
と
思
わ
れ
る
費
目
を
摘
出
す
る
と
次
表
の
通
り
で
あ
る
。

　
こ
の
表
に
あ
げ
た
支
出
金
額
の
全
額
が
、
社
会
的
間
接
資
本
の
形
成
に
お
よ
び
官
営
工
業
に
関
す
る
投
資
額
を
示
す
も
の
と
は
い

え
な
い
が
、
そ
の
大
部
分
は
鉱
山
、
燈
台
・
電
信
其
他
の
設
備
に
関
し
て
投
資
さ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う

の
は
ハ
期
間
決
算
報
告
書
に
次
の
よ
う
な
説
明
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
期
に
つ
い
て
、

　
「
電
信
諸
費
ハ
当
時
先
ツ
横
浜
裁
判
所
ョ
リ
同
港
弁
天
燈
台
局
ノ
間
二
電
線
ヲ
架
設
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
費
用
及
ヒ
器
械
ノ
購
入
代
価

　
ナ
リ
。
燈
台
諸
費
ハ
旧
幕
府
ノ
時
既
二
各
国
ト
締
約
ア
リ
、
乃
チ
之
ヲ
継
承
シ
テ
元
年
六
月
已
降
燈
台
建
築
ノ
事
業
二
着
手
セ
シ

　
所
ノ
費
用
ナ
リ
、
製
鉄
所
諸
費
ハ
横
須
賀
横
浜
ノ
製
鉄
所
二
属
ス
ル
費
用
及
ヒ
長
崎
製
鉄
所
二
使
用
ス
ル
器
械
ノ
購
入
代
価
ナ

　
船
舶
買
入
及
ヒ
修
繕
費
ハ
太
陽
丸
浪
華
丸
等
ヲ
購
入
シ
運
輸
ノ
利
源
ヲ
開
カ
ン
コ
ト
ヲ
企
図
シ
テ
之
ヲ
商
法
司
ノ
管
理
二
属
セ
シ

　
所
ノ
慣
用
及
ヒ
諸
船
ノ
修
繕
費
ナ
リ
ご

と
あ
る
よ
う
に
、
わ
が
国
経
済
の
近
代
化
を
推
進
す
る
条
件
を
整
え
る
た
め
に
必
要
な
基

礎
的
輸
入
に
関
す
る
財
政
支
出
が
決
し
て
少
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
鉄
道
建
設
の
た
め

に
は
明
治
三
年
外
債
募
集
に
よ
っ
て
、
そ
の
資
金
を
獲
得
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
燈

台
・
電
信
・
運
輸
・
鉱
山
等
に
関
す
る
器
械
設
備
類
の
輸
入
に
必
要
な
支
払
手
段
に
つ
い
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て
は
、
太
政
官
札
と
交
換
収
受
し
た
正
貨
、
あ
る
い
は
生
糸
そ
の
他
の
輸
出
に
よ
っ
て
獲

得
さ
れ
る
洋
銀
に
依
存
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
洋
銀
に
よ
る
返
済
を
条
件
と
す

る
太
政
官
札
供
給
政
策
が
、
商
法
司
・
通
商
司
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
理
由
が
見
出
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
洋
銀
あ
る
い
は
正
貨
の
吸
収
に
努
め
た
維
新
政
府
の
通

貨
政
策
は
、
国
際
均
衡
の
維
持
に
重
点
を
お
く
と
と
も
に
、
一
方
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
成

長
通
貨
と
し
て
の
太
政
官
札
を
国
内
市
場
に
流
通
せ
し
め
る
資
金
配
分
方
式
を
と
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
太
政
官
札
が
維
新
政
府
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
た
よ
う
な

機
能
を
果
す
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
初
期
の
経
済
発
展
に
対
す
る
太
政
官
札

を
手
段
と
す
る
資
金
供
給
政
策
の
効
果
は
検
討
す
ベ
き
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
　
田
　
「
貨
政
考
要
」
法
令
編
、
第
二
巻
、
四
頁
、

　
　
②
　
沢
田
章
「
明
治
財
政
の
基
礎
的
研
究
」
二
二
二
Ｉ
三
頁
、

　
　
朗
　
同
右
、
七
五
ー
六
頁

　
　
㈲
　
同
右
、
二
一
一
頁

　
　
圓
　
「
貨
政
考
要
」
下
編
、
一
八
頁
、

　
　
圓
　
「
大
隈
文
書
」
Ａ
三
二
八
六
、

　
　
閉
　
同
右
、
（
勘
定
帳
支
出
合
計
の
う
ち
銭
に
よ
る
支
出
は
一
六
貫
八
七
三
文
と
な
っ
て
い
る

　
　
　
　
が
、
銭
支
出
項
目
を
合
計
す
る
と
一
六
貫
八
二
五
文
と
な
る
の
で
、
そ
の
金
額
を
示
し
て

　
　
　
　
お
く
。
）
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圓
　
「
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
」
第
四
巻
、
歳
人
出
決
算
報
告
書
、
五
四
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
太
政
官
札
発
行
の
目
的
は
、
維
新
変
革
に
よ
っ
て
生
じ
た
在
来
金
融
機
関
を
中
心
と
す
る
信
用
取
引
の
崩
壊
、
問
屋
機
構
を
中
心

と
す
る
商
品
流
通
の
停
滞
等
の
経
済
的
混
乱
状
態
を
収
拾
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
商
法
司
・
通
商
司
の

制
度
が
創
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
維
新
政
府
は
関
東
・
東
北
地
方
平
定
の
軍
事
費
と
し
て
正
貨
を
調
達
し
、
ま
た

経
済
発
展
の
基
礎
的
条
件
を
整
備
す
る
た
め
に
洋
銀
を
収
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
商
法
司

・
通
商
司
を
し
て
太
政
官
札
と
正
貨
・
洋
銀
と
の
交
換
を
行
わ
し
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
通
貨
政
策
に
よ
っ
て
太
政
官
札
が
供
給
さ
れ
た
結
果
、
国
内
市
場
に
お
け
る
流
通
は
正
貨
と
政
府
紙
幣
の
混
用
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
政
府
紙
幣
は
社
会
的
信
認
を
受
け
る
こ
と
薄
く
、
そ
の
価
値
は
正
貨
に
対
し
て
低
落
す
る

に
至
っ
た
。
大
阪
に
お
け
る
紙
幣
相
場
は
、
明
治
二
年
二
月
中
の
最
高
四
三
匁
、
最
低
四
一
匁
三
四
で
あ
り
、
横
浜
出
納
司
に
よ
る

支
払
の
場
合
に
は
、
二
月
中
勘
定
帳
に
最
高
四
二
匁
五
、
最
低
三
八
匁
三
の
紙
幣
相
場
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
紙
幣
価
値
の
下
落

は
金
紙
混
用
の
国
内
市
場
に
お
い
て
、
正
貨
基
準
と
紙
幣
基
準
の
二
つ
の
価
格
体
系
を
生
み
出
し
、
正
常
な
投
資
活
動
を
阻
害
す
る

要
因
を
作
り
出
し
た
。
「
貨
政
考
要
」
に
明
治
初
斯
の
民
間
企
業
に
お
け
る
投
資
活
動
に
つ
い
て
、

　
　
「
此
ノ
十
年
間
二
於
テ
民
間
ノ
有
志
者
カ
国
益
云
々
ト
申
立
政
府
二
向
テ
扶
助
ヲ
請
求
シ
タ
ル
モ
ノ
或
ハ
鉱
山
或
ハ
漁
業
或
ハ
商

　
業
或
ハ
農
事
改
良
等
其
類
千
差
陸
続
踵
ヲ
接
シ
タ
リ
而
テ
従
テ
起
り
従
テ
倒
レ
真
ノ
国
益
ヲ
為
シ
タ
ル
ハ
極
テ
稀
レ
ニ
シ
テ
当
時
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会
社
ノ
信
用
ハ
地
二
落
チ
会
社
ノ
名
称
ハ
人
民
ノ
嫌
忌
ス
ル
所
ト
ナ
レ
リ
」

と
、
経
済
活
動
の
価
値
基
準
が
混
乱
し
た
た
め
に
、
価
格
変
動
を
利
用
す
る
投
機
的
利
潤
追
求
の
投
資
は
行
わ
れ
る
に
し
て
も
、
基

礎
的
生
産
活
動
に
お
け
る
投
資
の
経
済
効
果
は
十
分
に
結
実
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
状
態
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
維
新

政
府
が
殖
産
興
業
の
目
標
を
か
か
げ
て
実
施
し
た
通
貨
供
給
政
策
、
近
代
産
業
の
官
営
政
策
が
、
民
間
企
業
に
対
す
る
投
資
意
欲
を

誘
発
す
る
効
果
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
右
の
「
貨
政
考
要
」
の
記
述
か
ら
も
察
知
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
明
治
維
新
の
草
創
期
に
お
い
て
、
民
間
企
業
に
関
す
る
投
資
意
欲
が
鉄
道
、
海
運
等
の
交
通
部
門
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
は
、
拙
稿

　
「
明
治
初
期
に
お
け
る
民
間
企
業
の
生
成
に
つ
い
て
い
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
産
業
部
門
に
お
い
て
も
、
次
の
よ

う
な
投
資
意
欲
が
生
起
し
て
い
た
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
明
治
二
年
十
月
、
民
間
企
業
と
し
て
東
京
横
浜
間
の
鉄
道
建
設
を
申
請
し
た
横
浜
商
人
中
屋
徳
兵
衛
、
門
屋
幸
之
助
、
門
屋
繁
次

郎
は
、
三
年
一
月
通
商
司
の
下
に
設
立
さ
れ
た
回
漕
会
社
の
頭
取
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
彼
等
は
海
運
業
発
展
の
た
め
に
は
、
従
来
わ

が
国
に
存
在
し
な
か
っ
た
船
舶
保
険
、
積
荷
保
険
等
の
海
上
保
険
業
の
創
設
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

　
　
（
右
海
上
受
合
元
金
と
し
て
金
札
三
拾
万
両
、
回
漕
会
社
工
御
下
ケ
渡
被
下
貫
禄
詰
心
胆
貼
悶
）
ミ
宍
蒜
１

　
入
候
者
有
之
候
節
ハ
右
元
金
よ
り
御
手
伝
ひ
被
仰
貫
鸚
亘
計
計
頂
剔
祀
箱
鸚
贈
其
外
請
合
相
附
候
荷
物
為
替

　
御
袋
渡
被
下
置
、
弐
分
五
厘
之
割
合
二
高
利
足
御
取
建
二
相
成
候
得
ハ
、
一
ヶ
年
二
平
均
三
割
余
無
相
違
相
当
可
申
、
其
上
月
々

　
利
二
利
を
加
へ
受
合
金
并
御
貸
附
ケ
等
之
利
金
二
面
弐
ケ
年
半
相
立
候
得
ハ
詣
二
一
倍
二
罷
成
候
間
、
拾
艘
之
請
合
仕
、
一
ヶ
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
平
均
弐
艘
ッ
ッ
破
損
致
候
而
も
十
ヶ
年
平
均
仕
候
得
ハ
、
御
損
失
ハ
扨
置
、
必
以
利
益
二
相
成
可
申
と
奉
存
候
」

　
す
な
わ
ち
、
太
政
官
札
三
〇
万
両
の
財
政
融
資
を
受
け
て
船
舶
保
険
と
積
荷
保
険
業
を
創
設
し
、
ま
た
西
洋
型
船
舶
買
入
資
金
に
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つ
い
て
の
金
融
、
積
荷
に
対
す
る
荷
為
替
金
融
を
も
兼
業
す
る
計
画
を
立
て
、
そ
の
事
業
に
発
起
人
も
各
自
一
、
〇
〇
〇
両
づ
っ
を

出
資
す
る
意
志
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
明
治
三
年
八
月
付
の
横
浜
商
人
中
川
屋
嘉
兵
衛
、
岸
田
銀
次
、
越
後
の
平
野
保
之
丞
等
に
よ
る
「
石
脳
油
御
免
状
奉
頭
上
候
」
と

い
う
租
税
司
宛
の
出
願
書
に
は
。

　
　
　
「
昨
巳
九
月
中
仮
御
免
状
頂
戴
仕
越
後
表
工
罷
越
会
社
取
結
候
上
、
右
油
製
造
方
致
度
段
富
民
共
工
及
自
談
候
処
、
早
速
承
諾

　
仕
、
組
合
四
拾
人
と
相
定
、
一
口
五
百
両
二
而
都
合
弐
万
両
相
調
申
候
（
」

と
、
石
油
業
の
設
立
に
つ
い
て
民
間
資
本
の
結
合
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
年
十
月
二
日
付
再
願
書

に
は
。

　
　
　
「
米
利
加
国
工
注
支
仕
置
候
石
脳
油
掘
方
井
二
製
造
方
機
械
共
既
二
横
浜
表
工
着
船
仕
居
申
候
義
二
付
、
何
卒
社
中
之
人
気
ヲ

　
不
折
様
仕
度
奉
存
候
間
、
今
年
積
雪
中
二
而
も
早
速
掘
方
二
取
掛
り
度
奉
存
候
い

と
あ
り
、
石
油
採
掘
と
精
製
の
機
械
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
輸
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
右
に
例
を
あ
げ
た
よ
う
に
、
明
治
維
新
草
創
期
に
お
い
て
早
く
も
民
間
企
業
に
対
す
る
積
極
的
な
投
資
意
欲
の
生
成
が
見
ら
れ
、

廃
藩
置
県
後
の
明
治
六
、
七
年
の
頃
よ
り
こ
の
現
象
は
各
種
産
業
分
野
に
興
隆
拡
大
す
る
の
で
あ
る
。
維
新
政
府
の
富
国
強
兵
政
策

を
基
調
と
す
る
社
会
的
間
接
資
本
の
形
成
、
近
代
産
業
の
官
営
政
策
に
よ
る
公
共
投
資
の
増
加
は
、
わ
が
国
の
経
済
発
展
に
必
要
な

先
行
的
条
件
を
充
足
し
、
民
間
企
業
の
生
成
を
誘
発
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
た
め
に
と
ら
れ
た
商
法
司

通
商
司
に
よ
る
通
貨
政
策
は
、
基
礎
的
輸
入
に
必
要
な
洋
銀
獲
得
の
た
め
、
太
政
官
札
と
洋
銀
の
交
換
、
国
内
通
貨
と
し
て
の
太
政

官
札
の
流
通
性
拡
大
、
洋
銀
に
よ
る
対
外
支
払
の
方
式
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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維
新
政
府
は
こ
の
よ
う
な
通
貨
政
策
に
よ
っ
て
国
際
均
衡
の
維
持
に
努
め
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
方
式
は
」
方
に
お
い
て
、
国

内
市
場
に
不
健
全
通
貨
の
流
通
を
強
行
し
、
国
内
経
済
の
安
定
を
犠
牲
に
す
る
要
素
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
維
新

政
府
は
富
国
強
兵
政
策
と
並
行
し
て
殖
産
興
業
政
策
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
内
市
場
に
対
し
て
太
政
官
札
を
流
通
手
段
と

す
る
生
産
資
金
の
供
給
、
国
内
市
場
の
拡
大
を
は
か
り
、
商
法
司
・
通
商
司
の
下
に
商
法
会
所
・
通
商
会
社
・
為
替
会
社
を
設
立
せ

し
め
て
、
民
間
企
業
の
老
成
に
関
す
る
誘
発
効
果
を
期
待
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
山
　
「
貨
政
考
要
」
下
編
、
一
八
頁

　
　
②
　
「
成
城
大
学
経
済
研
究
」
第
十
五
号

　
　
朗
　
「
大
隈
文
書
」
Ａ
二
九
一
六

　
　
㈲
圓
　
同
右
、
Ａ
四
〇
〇
七

　
　
　
（
本
稿
は
財
団
法
人
清
明
会
の
研
究
助
成
に
よ
る
共
同
研
究
「
明
治
時
代
に
お
け
る
民
間
企
業
の
生
成
と
財
政
金
融
政
策
」
に
関
す
る
成
果
の

　
　
　
一
部
で
あ
る
。
）
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